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徳山ダム

※出典：平成22年 国勢調査（総務省）

流域面積 1,840km2

幹線流路延長 121km

流域市町村数 6市7町

流域市町村人口※ 約48万人

１．事業の概要
１）流域の概要

１

揖斐川は、岐阜県揖斐郡揖斐川町から山間渓谷を流下して、根尾川等の支川を合わせ、伊勢湾に注
ぐ、流域面積1,840㎞2、幹川流路延長121㎞の一級河川です。流域には、約48万人（6市7町）の人々が
生活しており、この地域の産業・経済・社会・文化の基盤を築いてきました。

揖斐川の流域の概要

揖斐川流域図

ダム完成後

試験湛水前

徳山会館より上流を望む

撮影日：平成18年9月

撮影日：平成20年5月

徳 山 ダ ム



２）事業の目的及び計画内容

ダムの諸元

1億2,300万m³洪水調節容量

2億5,740万m³利水容量※

徳山ダム

形 式
中央遮水型

ロックフィルダム

堤 高 161.0m

流域面積 254.5km²

総貯水容量 6億6千万m³

〈貯水池容量配分図〉

２
○実施箇所（木曽川水系揖斐川）

岐阜県揖斐郡揖斐川町

○目 的
１．治水対策

徳山ダムは、ダム地点の基本高水流量を1,920m3/sと定め、流入量が200m3/sを上回った段階で洪水調節を開始し、その全量をダム
で調節する。また、下流の横山ダムでは、平成20年に放流方式を変更し、最大流入量2,130m3/sに対して、貯水位対応放流方式により
計画最大放流量1,200m3/sを放流する。

２．流水の正常な機能の維持
徳山ダムによって、揖斐川の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図るものとする。

また、別途、木曽川水系の異常渇水時の緊急水の補給を行うものとする。
３．新規利水

（水道用水・工業用水）
徳山ダムによって都市用水の新規供給のための容量を利用して、岐阜県の水道用水最大1.2m3/s、愛知県の水道用水として最大

2.3m3/s、名古屋市の水道用水として最大1.0m3/s、岐阜県の工業用水として最大1.4m3/s、名古屋市の工業用水として最大0.7m3/sの
取水を可能ならしめるものとする。

４．発電
徳山ダム直下の徳山発電所において15万3千kwの発電を行う。

洪水期制限水位
　          EL.391.0m

最低水位  EL.363.5m

常時満水位　EL.400.0m

基礎岩盤  EL.245.0m

洪水時満水位　EL.401.0m

洪水調節容量
　123,000千m３

堆砂及び底水容量
　279,600千m３

底水容量 　　 　253,600千m３

堆砂容量　 　 　 26,000千m３

総貯水容量
660,000千m３

有効貯水容量
  380,400千m３

堤頂　EL.406.0m

洪水期利水容量及び発電容量
　　　257,400千m３

流水の正常な機能の維持
　 　168,000千m３

  流水の正常な機能の維持
　 　115,000千m３

 （かんがい振替分
      32,000千m３を含む）
　異常渇水時における
　　　緊急水の補給 53,000千m３

新規利水容量    　 78,000千m３

発電専用容量     　11,400千m３

（洪水期）
 ６月16日～10月15日

流水の正常な機能の維持
　 　277,000千m３

  流水の正常な機能の維持
　 　224,000千m３

 （かんがい振替分
      32,000千m３を含む）
　異常渇水時における
　　　緊急水の補給 53,000千m３

新規利水容量    　 78,000千m３

発電専用容量     　11,400千m３

非洪水期利水容量及び発電容量
　　　366,400千m３

洪水時最高水位 EL.401.0m

平常時最高貯水位 EL.400.0m

洪水貯留準備水位

※ 洪水期の容量を記載



３）事業の経緯

３

年月 事業内容

昭和32年12月 電源開発促進法に基づく調査区域に指定

昭和46年4月 実施計画調査の開始

昭和51年9月 事業実施計画の認可

平成元年3月 全466世帯の移転契約完了

平成12年3月 堤体建設一期工事に着手

平成16年7月 事業実施計画変更の認可

平成18年9月 試験湛水開始

平成20年5月 試験湛水完了 管理開始

徳山ダム事業の経緯



２．前回評価時以降の経緯

徳山ダム建設事業

＜前回評価＞

平成１６年４月 第１回事業評価監視委員会（審議）

・事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業（５年経過）

平成２４年１２月

・中部地方ダム等管理フォローアップ委員会による審議

＜今回評価＞

平成２４年１２月 第５回事業評価監視委員会（報告）

・事業完了後一定期間が経過した事業（５年以内）

４



５

中部地方ダム等管理フォローアップ委員会において、徳山ダム建設事業

の事後評価の審議が行われ了承されました。

中部地方ダム等管理フォローアップ委員会開催状況

水資源特定非営利活動法人
日本水フォーラム参与

山村 尊房

水質中部大学教授松尾 直規

ビオトープ
ビオトープ・ネットワーク
中部会長

長谷川 明子

鳥類信州大学教授中村 浩志

魚類名古屋女子大学教授駒田 格知

植物自然学総合研究所長西條 好廸

動植物プランクトン名古屋女子大学教授石田 典子委員

水質信州大学名誉教授沖野 外輝夫

社会経済中京大学教授奥野 信宏

河川名古屋大学大学院教授辻本 哲朗

河川岐阜大学教授藤田 裕一郎委員長

専門分野所属氏 名

中部地方ダム等管理フォローアップ委員会委員

３．中部地方ダム等管理フォローアップ委員会（Ｈ２４．１２．１１）

これまでの調査結果の分析・評価をとりまとめた徳山ダム建設事業の事後評価書（案）につ

いて、審議を行った。

【今後の事後評価の必要性】

「徳山ダム建設事業」は、事業効果の発現状況から今後の事後評価の必要性はないと考え

ている。

【改善措置の必要性】

現時点では、「徳山ダム建設事業」に対して、事業効果の発現状況や管理状況から改善措

置の必要性はないと考えている。

【同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直し等の必要性】

事業評価手法は妥当と考え、現時点での見直しの必要性はないと考えている。

【その他】各委員より出された主な意見等は、下記のとおり。

ⅰ）防災操作

・なし

ⅱ）利水補給

・なし

ⅲ）堆 砂

・なし

ⅳ）水 質

・貯水池内底層部の水質の挙動について今後とも注意して監視していく必要がある。

ⅴ）生 物

・なし

ⅵ）水源地域動態

・なし

○上記のとおり、事業評価監視委員会へ報告する。



事 後 評 価

参-1

ダム等の管理に係るフォローアップ委員会
資料より抜粋

参考資料



徳山ダム建設事業の事後評価

費用対効果分析の算定基礎となった
要因の変化

・事業着手時点の予定事業費、予定工期、費用便益比

・完成時点の事業費、工期、費用便益比

事業効果の発現状況
・計画上想定される事業効果と完成後確認された事業効果

・その他の事業効果

事業実施による環境の変化
・自然環境の変化

・環境保全対策等の効果の発現状況

社会経済情勢の変化
・事業に関わる地域の土地利用、人口、資産等の変化

・その他、事業採択時において重視された事項の変化等

１１ ２２

３３ ４４

今後の事後評価の必要性
・効果を確認できる事象の発現状況

・その他改善措置の評価等再度評

価が必要とされた事項

改善措置の必要性
・事業の効果の発現状況や事業実

施による環境の変化により、改善

措置が必要とされた事項

同種事業の計画・調査のあり方や事

業評価手法の見直しの必要性

・当該事業の評価の結果、今後の同事業

の調査・計画のあり方や事業評価手法

の見直しが必要とされた事項

５５５ ６６６ ７７７

２、３、４は定期報告における説明資料と重複２、３、４は定期報告における説明資料と重複

参-2



１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の
変化

費用便益比（Ｂ／Ｃ）は９．８となる。（前回評価時は１０．８）

建設事業費は、約3,328億円（前回評価時は約3,500億円）であり、事業期間の変更は

ない。

参-3



項目
前回評価

（平成16年）

今回評価

（平成24年）

事業費 約3,500億円 約3,328億円

事業期間
昭和46年～平成20年

（37年）

昭和46年～平成20年

（37年）

総便益 約3兆4,997億円 約4兆8,930億円

総費用
約3,250億円 約5,017億円

費用便益比 10.8 9.8

参考１：建設事業費

事業全体に要する総費用(C)は約5,017億円であり、事業の実施による総便益(B)は約4兆8,930億円

となった。これをもとに算出される費用便益比(B／C)は9.8となる。（前回評価 Ｂ／Ｃ 10.8）

建設事業費は、約3,328億円（前回評価 約3,500億円）であり、事業期間の変更はない。（事業期間

昭和46年～平成20年）

参-4



○評価基準年次：平成24年度（前回評価基準年：平成13年度）

○総便益(B)：･便益(治水)については評価時点を現在価値化の基準点とし、治

水施設の整備期間と治水施設の完成から50年間までを評価対象

期間にして年平均被害軽減期待額を割引率を用いて現在価値化し

たものの総和

･残存価値：将来において施設が有している価値

○総費用(C)：･評価時点を現在価値化の基準時点とし、治水施設の整備期間と治水施
設の完成から50年間までを評価対象期間にして、建設費と維持管理費
を割引率を用いて現在価値化したものの総和
･建設費：徳山ダムおよび横山ダム再開発完成に要する費用
※実施済の建設費は実績費用を計上

･維持管理費：徳山ダムおよび横山ダム再開発の維持管理に要する費用

○割引率 ：「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針」により
4.0％とする。

■費用対効果分析
今回評価

全体事業

10.8 9.8

3兆4,997億円 4兆8,930億円

3兆3,123億円 4兆6,073億円

　一般資産被害 1兆1,741億円 1兆6,331億円

　農作物被害 51億円 72億円

　公共土木施設等被害 2兆428億円 2兆8,415億円

　営業停止被害 433億円 602億円

　応急対策費用 469億円 653億円

1,874億円 2,827億円

－ 31億円

3,250億円 5,017億円

2,983億円※１ 4,530億円

　維持管理費 267億円 487億円

　残存価値

 ・評価基準年の
変更
 ・残存価値の計上
方法変更

　総便益（B）

　便益

　総費用（C）

　建設費

　便益（不特定）

 ・評価基準年
　の変更
 ・精算事業費、実
績維持管理費への
変更

項目
前回評価

（平成16年度）
前回評価との
主な変更点

　B/C

※２．合計値などは、四捨五入の関係で一致しない場合がある

※１．建設費は、建設費から残存価値を除いた値である。

参考２：前回評価と今回評価の比較

参-5



２．事業効果の発現状況

○防災操作

徳山ダムは、管理開始（平成20年5月）以降、平成23年度までに最大流入量が

200m3/sを超える出水が１４回、そのうち9回の防災操作を行った。

効果の最も大きかった平成20年9月2日洪水では、徳山ダム及び横山ダムの連携操作

により、流量・水位低減効果は万石地点で約730m3/s、1.21mであった。また今尾地点

においても水位低減効果が0.72mであった。

○利水補給等

徳山ダム管理開始以降（平成20年5月）において、流水の正常な機能の維持のために

年平均約73,500千m3（かんがい振替分含む）を補給した。

参-6



３．事業実施による環境の変化

流入河川、下流河川、貯水池内の水質は、大腸菌群数を除き、河川ＡＡ類型、湖沼Ａ

類型、Ⅲ類型（Ｔ－Ｎを除く）での環境基準を概ね達成している。また、経年的に水質

が悪化する傾向はみられないが、今後とも水質の挙動については注視していく。

下流河川、ダム湖周辺における生物への影響は、湛水前後で大きな変化はみられな

い。

環境保全対策における効果を確認し、湛水前後の目的は達成したと考えられる。

参-7



４．社会経済情勢の変化

徳山ダムの水源地域の人口は、23,784人（平成22年国勢調査）であり、平成2年から

約20％減少している。

徳山ダムでは、毎年、「森と湖に親しむ旬間・水の週間イベント」において湖上観察会、

簡易水質調査およびダム堤体内見学の実施、「実のなる木を植えよう大作戦」におい

ては、一般参加者を含めてコア山へ苗木の植樹を実施している。

毎年ゴールデンウィークに合わせてゲート放流を実施しており、数多くの見学者が訪

れている。

ダム湖周辺整備後には、徳山ダムと徳山会館には、年平均約１８万３千人が訪れてい

る。

参-8



５．今後の事後評価の必要性（案）

「徳山ダム建設事業」は事業効果の発現状況から再度の事後評価の必要性は

ないと考えている。

今後もフォローアップ調査を進め、堆砂状況、大きな出水時での濁水状況、ダム

湖周辺や流入河川、下流河川等の生物の生息・生育状況や経年的な変化等の

把握に努めていく。

参-9



６．改善措置の必要性（案）

現時点では「徳山ダム建設事業」に対して、事後評価制度に基づく改善措置の

必要性はないと考えているが、今後もよりよい管理に向けて必要な調査検討を

行っていくとともに必要に応じてダム等管理フォローアップ委員会へ報告していく。

参-10



７．同種事業の計画・調査のあり方や事業評価
手法の見直しの必要性（案）

事業評価手法は妥当と考え、現時点での見直しの必要性はないと考えている。

ただし、国民のニーズや社会経済状況、評価の実績、評価技術の向上等を

踏まえつつ、検討を行っていく必要があると考えている。

参-11



対応方針（案）

「徳山ダム建設事業」は事業効果の発現状況から再度

の事後評価の必要性はない。

「徳山ダム建設事業」に対して、事後評価制度に基づく

改善措置の必要性はない。

参-12
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